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救急医療の仕組みと夜間・休日などにおける　　 医療機関のかかり方

医療機関の役割分担と連携について
医療機関は「診療所」と「病院」が、それぞれが役割を分担し、
連携して医療を提供しています。

（医院・クリニック）
入院のための病床が
19床以下の医療機関

休日当番医、高崎市夜間休日急病診療所

診療所

「かかりつけ医」として、主に通院
治療や体に関する相談など日常生活に密
着した保健医療サービスを提供します。
精密検査や専門的治療が必要と診断さ
れた場合は、「病院」を紹介します。

比較的軽症の患者の外来診療等、初期の救急医療を
担当します。

ほとんどの場合は、ここで応急処置が受けられます。一次医療機関で
の対応が困難な精密検査や、手術・入院などを要する場合は、対応で
きる適正な二次・三次医療機関などを紹介します。

　休日や夜間に子どもが急に具合が
悪くなった場合などは、特にはじめて
の育児では保護者の方も心配で不安
になり、すぐに医療機関で適切な診断・治療を受けたいと思
うのは当然のことです。
　でも、落ち着いて子どもの状態をよく観察してみてくださ
い。もちろん、すぐに医療機関を受診したほうが良い場合も
ありますが、もうすこし様子をみても大丈夫な場合や、医療
機関を受診する前に何か手当てができる場合も多々ありま
す。そのようなとき、すぐに医療機関を受診したほうがよいの
か、また家庭でどのような対処をすればよいのか保護者の方
の判断の参考とするために、「子ども医療電話相談（＃８０００）」
をご利用ください。専門の保健師・看護師がお子さんの救急
について電話で相談に応じます。（相談は無料ですが、通話料
はかかります。）
　小児救急医療機関の受診者のほとんどは軽症で、緊急に受
診する必要のないケースも多いといわれています。小児科医
が不足するなか、医師一人ひとりにかかる負担も年々大きく
なっています。地域の救急医療体制の維持のために昼夜休日
を問わず診療にあたる小児科医の負担を少しでも軽減し、良
質な医療が引き続き提供できる体制を維持するためにも、皆
さんのご協力をお願いするとともに、適正な受診をお願いし
ます。
　なお、緊急に治療を要すると思われるときは、すぐに医療
機関を受診してください。

この電話相談は、病気の診断・治療をするものではありません。
保護者が判断するための参考としてお聞きください。

　群馬県内の病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局が検索で
きる群馬県が提供する情報サイトです。
　「土曜の午後に診療している小児科は？」「近くの皮膚科は？」「専
門医のいる医療機関はどこ？」「往診している医療機関は？」など、
皆様のニーズにあった医療機関情報を探すことができます。

※高崎市内の休日当番医の情報は、高崎市ホームページ、広報高崎、当日
　の新聞等に掲載されています。当番医はやむを得ず変更になる場合も
　ありますので、受診の前に最新の情報をご確認ください。
※夜間休日急病診療所などの高崎市の救急医療情報は、本紙裏表紙また
　は高崎市ホームページ等をご覧ください。

群馬県統合型医療情報システム

一次
救急医療

（初期救急医療）

国立病院機構高崎総合医療センター
より高度・特殊な治療が必要な、特に重篤な患者の救
命医療を担当します。
救急隊による救急搬送や一次・二次医療機関からの転
送患者を24時間体制で受け入れます。
ひとりでも多くの救命救急患者を収容するためには病
床（空きベット）の確保が必要となるため、三次医療機
関での治療により病状が安定した後も引き続き入院治
療が必要な場合は、原則として二次医療機関等に転院
となります。

深夜に急病になったときは…
ケガ（外科系疾患）等で治療を要するときは…

※案内された病院等に行く前に、電話して容態を伝えましょう。
※緊急を要する場合は119番で救急車を呼んでください。※緊急を要する場合は119番で救急車を呼んでください。

休日当番医や夜間休日急病診療所が診療を行ってい
ない深夜等の時間帯に急に具合が悪くなったときや、
ケガ等で治療を要する場合などで、救急車を利用しな
くても、自家用車等で病院に行ける場合、そのとき対
応可能な病状・症状にあった医療機関を案内します。

三次
救急医療
救命救急
センター（　　）

地域の病院（救急告示医療機関等）
一次医療機関では診断や治療が困難な精密検査・
手術・入院などを要する重症な患者（一般的な入
院患者）の救急医療を担当します。主に救急車から
直接または一次医療機関からの転送患者を受け入
れます。二次救急医療は、群馬県保健医療計画に
基づき、高崎市と安中市（小児科の場合は藤岡市
と富岡市も含む）の広域の二次保健医療圏で診療
体制を整備しており、休日・夜間に二次医療機関
が当番制（病院群輪番制）により診療体制を確保し
ているほか、市内の各救急告示医療機関において
も受入れが可能な場合は診療を行います。

※救急告示医療機関とは、救急隊等によって搬送される
重症患者を受け入れる機能を有する医療機関で、県知事
が告示した医療機関です。

二次
救急医療

夜間や休日に病気になった場合は、
まずは一次救急の医療機関を受診してください。

まずはコチラへ

緊急を要する
場合

救急車で
二次・三次
医療機関へ

【高崎市】井上病院、関越中央病院、希望館病
院、黒沢病院、国立病院機構高崎総合医療セン
ター、サンピエール病院、昭和病院、第一病院、
高崎中央病院、高崎ハートホスピタル、野口病
院、日高病院、真木病院
【安中市】須藤病院、松井田病院

　群馬県では、医師確保が課題となって
おり、特に地域の中核病院の勤務医の不
足が深刻な問題となっています。
　一方で、「昼間は仕事が忙しい」、「夜
もやっているし、空いている」などの理由
で、軽い症状でも休日や夜間に二次医療

機関や三次医療機関の救急外来を受診する方が増えています。
その結果として、病院の救急外来が混み合い、本来病院が担う
べきである命にかかわるような重症患者への対応が遅れること
が心配されます。
　また、救急医療を支えている病院の医師やスタッフの負担が
増えることにより、疲弊してしまい、身近な地域の救急医療体制
が維持できなくなる恐れもあります。
　地域の救急医療体制を維持するためにも、適正な医療機関の
受診にご協力をお願いします。

病院案内に電話してください（24時間対応）

◆病院群輪番制病院

国立病院機構高崎総合医療センター、
公立藤岡総合病院、公立富岡総合病院

◆病院群輪番制病院（小児科）

【病　院】上記病院群輪番制病院及び高瀬クリ
ニック、中央群馬脳神経外科病院、榛名荘病院
【診療所】はるな脳外科

◆救急告示医療機関

発病

＊休日・夜間の診療時間や病院案内などの詳細は、裏表紙を
  ご覧ください。
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群馬県における
救急医療の現状

高崎市の救急医療体制
以下のとおりそれぞれの機能に応じた
役割分担と連携で成り立っています。

休日・夜間における
救急診療フローチャート

役割

（二次医療機関）病院

主に一般的な入院治療、リハビ
リテーション及び比較的専門性の高い
保健医療サービスを提供します。
治療後は、「かかりつけ医」のもとに戻
ります。

役割

（三次医療機関）病院

主に高度・専門性の高い治療や、
重篤な患者に対する救命救急医療など
の保健医療サービスを提供します。
容態安定後は、二次医療機関や「かか
りつけ医」のもとに戻ります。

役割

医療機関を受診する際のお願い
●
●
●
●

「かかりつけ医」を持ちましょう。
まずは、「かかりつけ医」を受診しましょう。
できるだけ「通常の診療時間内」に受診しましょう。
夜間や休日で比較的症状の軽い方は、「高崎市夜間
休日急病診療所」や「休日当番医」を受診しましょう。

https://www.med.pref.gunma.jp/

携帯電話からも
利用できます

　公益社団法人日本小児科学会が開設している情報サイトです。生後1カ月～6歳
までのお子さんを対象とし、夜間や休日などの診療時間外に医療機関を受診する
かどうかの判断の目安を提供しています。「発熱」「吐き気」など症状別にまとめら
れていて、当てはまる項目にチェックを入れていくだけで、「救急車で病院に行く」
「自家用車等で病院へ行く」「様子を見る」等、どうするべきかのアドバイスが示さ
れます。

こどもの救急
http://kodomo-qq.jp

　群馬県が発行している冊子「子どもの救急ってどんなとき？」の
印刷用データが掲載されています。この冊子はお子さんの症状別
の対処方法や異物誤飲時の応急処置方法などが詳しく掲載されて
います。お手元にプリントアウトしておくと大変便利です。
＊「子どもの救急ってどんなとき？」をキーワードにサイト内検索してください。

子どもの救急ってどんなとき？
http://www.pref.gunma.jp

http://www.city.takasaki.gunma.jp

http://www.city.takasaki.gunma.jp/m

お役立ちサイト子どもの救急

※明らかに緊急を要する場合は、119番で救急車を呼んでください。
※ダイヤル回線やIP電話をご利用の方は携帯電話からおかけください。

利用上のご注意

入院のための病床が
20床以上の医療機関

救命救急センター

すぐに救急車を
呼んでください！

緊急を要する
緊急を要さない

119
意識がない、呼吸困難、
激痛（腹痛・頭痛等）、
出血が止まらない など

休日当番医へ

高崎市夜間休日
急病診療所へ

案内された医療機関へ
（主に救急告示医療機関）

休日の昼間
9：00～18：00

夜　間
19：00～22：00

(平日19：30～22：00)

上記以外の時間帯
（深夜・早朝など）

内科・婦人科・
耳鼻咽喉科・眼科・
外科・整形外科

小児科 （こども）

実
施
日
の
み

上記以外の診療科等

内　科 （大人）

小児科 （こども）

上記以外の診療科等

すべての診療科
（小児科も含む）

受
診
の
場
合

受診の場合

●パソコンから（トップページから「緊急の病院」をクリック）

●携帯から（高崎市携帯サイト「モバイルたかさき」）

119
「病院案内」で受診可能な

医療機関を確認
　027－325－0011

子ども医療電話相談
（  ＃８０００）に相談

子ども医療電話相談
（  ＃８０００）に相談

「病院案内」で受診可能な
医療機関を確認

　027－325－0011

（令和3年版）

午 前
9：00～正午

午 後
正午～18：00

ク
リ
ニ
ッ
ク

ク
リ
ニ
ッ
ク

※受診の前に対応可否の確認を
　してください。


